
       

小田原十郎梅ロゴマーク使用要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、小田原市産の十郎梅を広く周知しブランド力と品質の向上を図ることを

目的とし、小田原市産の十郎梅及びそれを原材料として製造した製品に対して「小田原十郎

梅ロゴマーク」（商標登録第５６０７２４２号）を使用するために必要な事項を定める。 

 （小田原十郎梅ロゴマーク）  

第２条 小田原十郎梅ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。）は次の図１から図４までのと

おりとする。 

図１ 図２ 

名称 形状 色彩の仕様 名称 形状 色彩の仕様 

黒梅 

 スミベタ 

・Ｋ：１００％ 

 

緑梅 

 花の部分（目の部

分除く。） 

ＤＩＣ：２５５６ 

・Ｃ：７０％ 

・Ｙ：９５％ 

 

その他の部分 

スミベタ 

・Ｋ：１００％ 

図３ 図４ 

名称 形状 色彩の仕様 名称 形状 色彩の仕様 

黄梅 

 花の部分（目の部

分除く。） 

ＤＩＣ：２０５ 

・Ｍ：３５％ 

・Ｙ：１００％ 

 

その他の部分 

スミベタ 

・Ｋ：１００％ 

紅梅 

 花の部分（目の部

分除く。） 

ＤＩＣ：２４６８ 

・Ｍ：７０％ 

・Ｙ：４０％ 

 

その他の部分 

スミベタ 

・Ｋ：１００％ 

※「Ⓡ」は、商標登録表示として追加したもの。 

 



 

  

 

 （使用対象） 

第３条 小田原市産の十郎梅及びそれを原材料として製造した製品のうち、次の各号のいずれ

にも適合する製品について、ロゴマークの使用ができる。 

(1) 小田原市産の十郎梅又は小田原市産の十郎梅を使用していることを特色とする製品であ

って、原料とする梅に小田原市産の十郎梅以外の梅が使用されていないこと。 

(2) 品質が優良であること。 

(3) 梅干については指定添加物を使用していないこと。 

(4) 食品衛生法等関係法令に違反しないこと。 

(5) 小田原市産の十郎梅のイメージを損なわないこと。 

(6) 小田原梅ブランド向上協議会（以下「協議会」という。）が承認したものであること。 

２ ロゴマークを使用した製品を「ロゴマーク使用品」という。 

（申請の手続等） 

第４条 ロゴマークの使用を希望する者は、小田原十郎梅ロゴマーク使用承認申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて製品ごとに協議会に申請し、協議会の承認を受けなければ

ならない。 

(1) 様式第１号の別紙１（年間販売見込数量等を記入） 

(2) 様式第１号の別紙２（十郎梅の原産地証明） 

  （小田原市で梅を栽培する者が、自己で栽培した梅を原材料としている場合は除く） 

(3) 製品見本 

(4) ロゴマークの使用状況がわかる写真（製品のパッケージ・ラベルに使用する場合は、使

用箇所が分かるような写真） 

 (5) 食品衛生法等関係法令に違反しないことを証明する書面（食品衛生法上の許認可書類の 

写し等） 

（使用の承認） 

第５条 協議会は、前条の規定による申請があった場合には、その適否を決定し、小田原十郎

梅ロゴマーク使用承認書（様式第２号）又は小田原十郎梅ロゴマーク使用（変更）不承認通

知書（様式第３号）により申請者に通知する。 

２ 前項の承認を受けた者（以下「ロゴマーク使用者」という。）は、かながわ西湘農業協同組

合と商標登録第５６０７２４２号に係る商標権通常使用権許諾契約を締結しなければならな

い。 

 （ロゴマークの使用） 

第６条 ロゴマーク使用者は、前条第１項の承認を受けたロゴマークに関し、同項の承認を受

けた内容と異なる使用をし、又は、変更をしてはならない。 

２ ロゴマーク使用者は、ロゴマークを花部分と文字部分を分離して使用してはならない。 



 

  

 

３ ロゴマーク使用者は、ロゴマークを全体で使用し、一部のみの使用をしてはならない。 

４ ロゴマーク使用者は、ロゴマークを立体物として使用してはならない。 

５ ロゴマーク使用者は、ロゴマークに加筆をして使用してはならない。 

６ ロゴマーク使用者は、ロゴマークを使用する際には、ロゴマークの右下に「Ⓡ」の表記を

しなければならない。 

（変更の承認） 

第７条 ロゴマーク使用者が、第５条第１項の承認を受けた内容のうちロゴマーク使用品の製

品名称及びロゴマークに使用する色彩等を変更しようとする場合には、あらかじめ、小田原

十郎梅ロゴマーク使用内容変更申請書（様式第４号）により協議会に申請し、協議会の承認

を得なければならない。 

第８条 協議会は、前条の規定による申請があった場合には、その適否を決定し、小田原十郎

梅ロゴマーク使用内容変更承認書（様式第５号）又は小田原十郎梅ロゴマーク使用（変更）

不承認通知書（様式第３号）によりロゴマーク使用者に通知する。 

（承認の有効期間） 

第９条 第５条第１項の承認の有効期間は、１年とする。 

２ 協議会は、第１１条に規定する実績報告を適当と認めた場合には、第５条第１項の承認を

１年更新することができる。この場合において、協議会は、小田原十郎梅ロゴマーク使用承

認更新通知書（様式第６号）により、承認を更新する旨をロゴマーク使用者に通知するもの

とする。更新後の有効期間満了後、さらに更新する場合も同様とする。 

（調査） 

第１０条 協議会又は協議会の指定した者は、ロゴマーク使用品が、承認当時の内容に適合し

ているかどうかについて調査を随時行うことができる。 

 （使用実績の報告） 

第１１条 ロゴマーク使用者は、ロゴマークの使用実績を小田原十郎梅ロゴマーク使用実績報

告書（様式第７号）により、承認の有効期間満了日の１月前から有効期間満了日までの期間

に協議会に報告しなければならない。第９条第２項により更新する場合においても同様とす

る。 

 （使用の終了） 

第１２条 ロゴマーク使用者は、ロゴマークの使用を終了しようとするときは、小田原十郎梅

ロゴマーク使用終了通知書（様式第８号）により協議会に通知し、小田原十郎梅ロゴマーク

ロゴマーク使用実績報告書（様式第７号）によりロゴマークの使用実績の報告をしなければ

ならない。 

 （使用承認の取消し） 

第１３条 協議会は、ロゴマーク使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第５条第



 

  

 

１項の承認を取り消すことができる。この場合において、協議会は、ロゴマーク使用者に小

田原十郎梅ロゴマーク使用承認取消通知書（第９号様式）により通知する。 

(1) ロゴマーク使用品が第３条１項第１号から第４号に掲げる条件に適合しなくなったとき。 

(2) ロゴマーク使用品としての信用を著しく害する行為があると協議会が認めるとき。 

(3) 承認を受けたロゴマーク使用品以外に使用したとき。 

(4) 第６条に違反したとき。 

(5) ロゴマーク使用品の製造及び販売を中止したとき。 

(6) ロゴマークの使用料が有料となり、有料である旨の契約を締結した後に使用料を支払わ

なかったとき。 

２ 前項に掲げる事項により発生した損害は、ロゴマーク使用者がその損害を賠償するものと

する。 

（使用の禁止） 

第１４条 ロゴマーク使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ロゴマークを使用

してはならない。この場合において、ロゴマークを付した製品・包装・容器等の在庫品をす

べて廃棄しなければならない。 

 (1) 第９条第１項に規定する有効期間又は同条第２項の規定により更新された有効期間を満

了したとき。 

 (2) 第１２条の規定によりロゴマークの使用を終了したとき。 

 (3) 第１３条第１項の規定により第５条第１項の承認を取り消されたとき。 

２ 前項に掲げる事項により発生した損害は、ロゴマーク使用者がその損害を負担するものと

する。 

 （承認の手数料） 

第１５条 承認の手数料は、無料とする。 

２ 前項の手数料は、随時見直すものとする。 

 （ロゴマークの使用料） 

第１６条 ロゴマークの使用料は、無料とする。 

２ 前項の使用料は、随時見直すものとする。 

附 則 

この要領は、平成２５年１０月２９日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月２４日） 

この要綱は、平成２６年１０月２４日から施行する。 

附 則（平成２８年７月７日） 

この要綱は、平成２８年７月７日から施行する。 

  附 則（平成３０年１０月１日） 



 

  

 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 


